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労
働
基
準
監
督
署
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
残
業
撲
滅
の
取
り
組
み 

 

　
―
―
企
業

ト
ッ
プ
の
認
識
が
重
要
に 

残
業
さ
せ
た
社
員
に
割
増
の
賃
金
を
支
払
わ
な
い
、い
わ
ゆ
る
サ
ー
ビ
ス
残
業
は
労
働
基
準
法
に
違
反
す
る
「
賃
金
不
払

い
残
業
」
で
あ
り
、厚
労
省
は
二
〇
〇
一
年
四
月
六
日
付
通
達
「
労
働
時
間
の
適
正
な
把
握
の
た
め
に
使
用
者
が
講
ず
べ
き

措
置
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
」
や
、二
〇
〇
三
年
五
月
三
日
付
通
達
「
賃
金
不
払
い
残
業
の
解
消
を
図
る
た
め
に
講
ず

べ
き
処
置
等
に
関
す
る
指
針
」
を
発
出
し
、監
督
指
導
等
に
よ
る
対
策
を
強
化
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、労
働
時
間
管
理
の

徹
底
を
指
導
す
る
一
方
、労
使
が
一
体
と
な
っ
た
不
払
い
残
業
の
解
消
に
向
け
た
主
体
的
な
取
り
組
み
を
促
し
て
い
る
。
過

重
労
働
に
よ
る
心
身
の
健
康
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
な
か
、行
政
や
労
使
は
労
働
時
間
問
題
に
ど
う
対
応
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
か
。
現
場
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
リ
ポ
ー
ト
す
る
。（
通
達
は
Ｐ
24
〜
25
） 

労
働
時
間
削
減
に
取
り
組
む
５
つ
の
事
例 

　
　
　
　
　
―
―
行
政
、労
使
の
現
場
で
今 

　
「
最
近
の
労
働
時
間
管
理
に
関
す
る
行
政

指
導
や
基
本
的
な
考
え
方
は
、
従
業
員
の
働

き
方
の
変
化
な
ど
に
十
分
対
応
で
き
ず
、
企

業
の
実
情
に
合
っ
て
い
な
い
場
合
が
多
く
み

ら
れ
ま
す
」
―
―
。
ト
ヨ
タ
自
動
車
が
二
度

め
の
是
正
勧
告
を
受
け
、
中
部
電
力
、
東
邦

ガ
ス
、
愛
知
銀
行
な
ど
、
賃
金
不
払
残
業
（
サ

ー
ビ
ス
残
業
）
の
大
型
摘
発
が
相
次
ぐ
愛
知

で
、
指
針
な
ど
を
も
と
に
強
化
さ
れ
て
き
た

行
政
指
導
に
対
し
、
企
業
サ
イ
ド
か
ら
は
反

発
の
声
が
あ
が
り
始
め
た
。 

　
愛
知
経
営
者
協
会
は
三
月
、
愛
知
労
働
局

に
対
し
、
「
労
働
時
間
管
理
に
関
す
る
行
政

指
導
等
に
対
す
る
要
望
」
を
提
出
。
〇
一
年

四
月
以
降
、
労
働
時
間
管
理
の
適
正
化
や
賃

金
不
払
残
業
、
三
六
協
定
の
内
容
な
ど
に
つ

い
て
、
指
導
・
是
正
勧
告
を
受
け
た
会
員
企

業
が
三
社
に
一
社
（
三
五
・
七
％
）
に
も
の

ぼ
っ
て
い
る
た
め
で
、
「
時
間
外
労
働
は
画

一
的
に
規
制
せ
ず
、
個
別
企
業
労
使
の
自
治

に
委
ね
る
べ
き
だ
」
と
主
張
す
る
背
景
に
は
、

成
果
主
義
の
拡
が
り
に
伴
う
、
労
働
時
間
の

長
短
と
賃
金
は
リ
ン
ク
し
な
い
と
い
う
考
え

方
の
浸
透
が
あ
り
そ
う
だ
。 

　
一
方
、
全
国
の
労
働
基
準
監
督
官
一
一
四

七
人
の
声
を
ま
と
め
た
全
労
働
（
約
二
万
人
）

の
レ
ポ
ー
ト
「
サ
ー
ビ
ス
残
業
・
長
時
間
労

働
を
生
み
出
す
構
造
と
あ
る
べ
き
改
革
方
向
」

に
よ
れ
ば
、
三
人
に
一
人
（
三
一
・
三
％
）

が
、
臨
検
監
督
の
な
か
で
賃
金
不
払
残
業
に

よ
く
遭
遇
す
る
と
回
答
。
「
こ
こ
数
年
、
タ

イ
ム
カ
ー
ド
を
廃
止
し
た
事
業
場
に
出
く
わ

す
こ
と
が
多
い
」
「
就
業
規
則
の
変
更
な
ど

に
よ
り
、
管
理
監
督
者
の
範
囲
を
拡
げ
る
動

き
が
見
ら
れ
る
」
―
―
な
ど
、
通
達
や
規
定

を
逆
手
に
と
っ
た
残
業
隠
し
も
浮
き
彫
り
に

な
っ
て
お
り
、
賃
金
不
払
残
業
を
生
み
出
す

原
因
に
つ
い
て
、
時
間
外
労
働
の
歯
止
め
と

し
て
の
三
六
協
定
の
機
能
不
全
を
指
摘
し
て

い
る
。 

　
賃
金
不
払
残
業
の
摘
発
を
、
適
正
な
労
働

時
間
管
理
の
定
着
に
ど
う
結
び
つ
け
る
か
が

問
わ
れ
る
な
か
で
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
東
京

労
働
局
に
聞
い
た
。 

  

　
全
社
調
査
と
ト
ッ
プ
の
意
志 

 

　
昨
年
一
一
月
末
の
ま
と
め
に
よ
れ
ば
、
四

〜
九
月
ま
で
の
半
年
間
に
管
内
一
八
の
労
働

基
準
監
督
署
が
行
っ
た
、
残
業
手
当
の
不
払

い
な
ど
の
労
基
法
第
三
七
条
違
反
の
是
正
勧

告
・
指
導
状
況
は
、
結
果
と
し
て
一
〇
〇
万

円
以
上
支
払
わ
れ
た
も
の
だ
け
で
、
一
〇
二

企
業
六
三
六
事
業
場
。
業
種
別
に
は
商
業
、

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
業
、
金
融
業
、
製
造
業
な
ど

で
多
く
、
一
万
七
〇
八
六
人
に
遡
及
し
て
支

払
わ
れ
た
割
増
賃
金
は
、
総
額
約
二
〇
億
九

〇
〇
〇
万
円
に
も
の
ぼ
る
。
労
働
者
一
人
あ

た
り
に
し
て
約
一
二
万
二
〇
〇
〇
円
が
追
給

さ
れ
た
計
算
だ
。 
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企業トップが不払い残業の重大性を認識することが重要だ 

労
働
相
談
窓
口
か
ら
み
た
長
時
間
労
働
の
実
情 

 

　
―
―

リ
ス
ト
ラ
の
し
わ
寄
せ
は
大
企
業
・
三
〇
歳
前
後
の
中
堅
社
員
に 

　
「
重
み
の
あ
る
数
字
で
す
が
、
賃
金
不
払

残
業
の
臨
検
監
督
は
、
遡
及
支
払
い
さ
せ
る

こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
行
っ
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
―
―
。
こ
う
話
す
の
は
、

同
局
監
督
課
で
専
門
監
督
官
を
務
め
る
久
末

吉
一
氏
。
丸
ノ
内
・
大
手
町
、
日
本
橋
を
中

心
に
、
六
年
間
で
上
場
企
業
約
一
五
〇
社
の

臨
検
監
督
を
手
が
け
て
き
た
。 

　
「
賃
金
不
払
残
業
の
臨
検
監
督
は
、
一
部

摘
発
を
き
っ
か
け
に
全
社
調
査
を
実
施
さ
せ
、

背
景
や
原
因
を
調
べ
て
企
業
ト
ッ
プ
に
そ
の

重
大
性
を
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と
。
そ
し
て

そ
の
先
に
あ
る
過
重

労
働
に
よ
る
健
康
障

害
、
過
労
死
・
過
労

自
殺
の
防
止
対
策
ま

で
も
、
講
じ
て
も
ら

う
こ
と
が
重
要
な
の

で
す
」 

　
同
氏
に
よ
れ
ば
、

全
社
調
査
に
よ
り
問

題
点
を
抜
本
的
に
改

善
す
る
必
要
が
あ
る

と
の
意
識
が
、
取
締

役
会
・
常
務
会
な
ど

の
経
営
ト
ッ
プ
ま
で

浸
透
す
れ
ば
、
自
主
的
な
改
善
の
流
れ
は
形

成
し
や
す
い
と
い
う
。
そ
の
後
の
定
着
の
た

め
に
は
賃
金
不
払
残
業
の
発
生
原
因
が
制
度

自
体
に
あ
っ
た
の
か
、
運
用
上
の
問
題
で
生

じ
た
の
か
を
見
誤
ら
せ
な
い
こ
と
が
肝
心
だ
。 

 

例
え
ば
自
己
申
告
制
に
し
て
も
、
社
員
の

記
載
内
容
を
上
司
が
一
部
修
正
す
る
な
ど
し

て
既
定
枠
に
抑
え
て
い
た
り
、
社
員
自
ら
抑

制
意
識
を
働
か
せ
る
な
ど
、
運
用
面
で
問
題

を
抱
え
て
い
る
ケ
ー
ス
は
多
い
。
同
氏
か
ら

指
導
を
受
け
た
企
業
で
は
、
運
用
上
の
問
題

を
改
善
す
る
た
め
、
管
理
監
督
者
の
処
分
、

時
間
外
労
働
の
役
員
承
認
制
、
倫
理
委
員
会

の
設
置
―
―
な
ど
の
具
体
的
な
措
置
を
と
る

ケ
ー
ス
が
多
い
と
い
う
。 

  

　
リ
ス
ク
管
理
の
視
点
を
問
う 

 

　
さ
ら
に
近
年
、
大
規
模
災
害
の
発
生
や
過

労
死
の
賠
償
判
決
な
ど
が
相
次
ぐ
な
か
、
同

氏
は
賃
金
不
払
残
業
に
逆
戻
り
し
な
い
環
境

づ
く
り
に
は
、
リ
ス
ク
管
理
の
視
点
か
ら
、

ト
ッ
プ
の
積
極
的
な
改
善
意
志
を
引
き
出
す

こ
と
が
重
要
だ
と
強
調
す
る
。 

　
「
賃
金
不
払
残
業
だ
け
で
な
く
、
長
時
間

労
働
そ
の
も
の
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い

ま
す
。
ひ
と
た
び
過
労
死
な
ど
を
発
生
さ
せ

れ
ば
、
安
全
配
慮
義
務
が
問
わ
れ
る
ば
か
り

か
、
企
業
の
信
用
失
墜
を
伴
い
ま
す
。
自
己

申
告
制
を
と
る
場
合
で
も
、
指
導
の
結
果
、

シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
た
と
え
多
額
の
費
用
が

か
か
っ
て
も
、
本
人
の
申
告
労
働
時
間
と
ネ

ッ
ト
・
メ
ー
ル
利
用
時
間
な
ど
に
よ
り
把
握

で
き
る
在
社
時
間
を
定
期
的
に
突
き
合
わ
せ
、

二
時
間
以
上
の
開
き
が
あ
っ
た
場
合
に
は
人

事
部
に
警
告
が
発
せ
ら
れ
て
本
人
に
指
導
が

入
る
、
そ
ん
な
リ
ス
ク
管
理
が
広
ま
り
つ
つ

あ
り
ま
す
」 

　
　
　
　
　
　
（
調
査
部
　
渡
邊
木
綿
子
） 

　
長
時
間
労
働
が
大
企
業
で
根
を
広
げ
は
じ

め
た
。
労
働
組
合
、
日
本
労
働
弁
護
団
な
ど

の
労
働
相
談
窓
口
に
も
過
重
労
働
に
関
す
る

相
談
が
増
え
て
い
る
。 

　
昨
年
九
月
、
不
払
い
残
業
撲
滅
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
展
開
中
の
連
合
あ
て
に
、
全
国
展
開
す

る
流
通
会
社
勤
務
の
二
〇
歳
台
男
性
か
ら
メ

ー
ル
が
届
い
た
。 

 

「
店
長
・
店
次
長
の
下
で
課
長
ク
ラ
ス
に

あ
た
る
ブ
ロ
ッ
ク
長
を
務
め
て
い
ま
す
。
就

業
時
間
は
朝
八
時
か
ら
通
常
二
〇
時
三
〇
分

ま
で
で
す
が
、
定
時
に
仕
事
が
終
わ
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
く
二
二
時
過
ぎ
と
な
る
毎
日

で
す
。
し
か
し
役
職
手
当
二
万
五
〇
〇
〇
円

が
つ
い
て
い
る
た
め
残
業
代
は
一
切
つ
き
ま

せ
ん
。
休
日
が
会
社
の
都
合
で
と
れ
な
く
て

も
、
一
般
社
員
は
休
日
買
い
取
り
で
お
金
が

も
ら
え
ま
す
が
、
ブ
ロ
ッ
ク
長
の
場
合
は
消

滅
で
代
金
は
支
払
わ
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
違

法
で
は
な
い
の
で
す
か
。
手
当
が
少
し
で
も

つ
け
ば
何
時
間
働
い
て
も
タ
ダ
で
い
い
の
で

す
か
。
不
況
だ
か
ら
会
社
を
辞
め
ら
れ
な
い

し
…
」 

　
連
合
東
京
の
「
な
ん
で
も
労
働
相
談
ダ
イ

ヤ
ル
」
に
電
話
し
て
く
る
の
は
、
労
働
組
合

の
な
い
中
小
企
業
の
従
業
員
が
圧
倒
的
に
多

い
。
し
か
し
、
組
織
化
さ
れ
て
い
る
大
企
業

の
従
業
員
も
目
立
つ
。
会
社
の
労
基
法
違
反

行
為
や
サ
ー
ビ
ス
残
業
の
実
態
を
暴
き
た
い

が
、
自
分
で
行
動
す
る
と
会
社
か
ら
い
や
が

ら
せ
な
ど
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
と

連
合
東
京
に
相
談
し
て
く
る
の
だ
。
組
合
に

相
談
し
て
も
動
い
て
く
れ
な
か
っ
た
か
ら
と

言
っ
て
く
る
人
も
い
る
。 

　
大
企
業
の
従
業
員
は
、
不
払
い
残
業
が
あ

っ
て
も
自
分
で
請
求
し
な
い
。
名
前
を
伏
せ

た
ま
ま
、
連
合
な
ど
の
組
合
や
労
働
基
準
監

督
署
の
力
で
何
と
か
し
て
も
ら
お
う
と
す
る
。

傳
田
雄
二
・
連
合
東
京
副
事
務
局
長
・
組
織

局
長
に
よ
る
と
、
個
人
名
で
申
し
立
て
た
い

と
い
う
人
の
三
分
の
一
は
、
会
社
を
辞
め
て

か
ら
の
請
求
だ
。 

　
大
企
業
に
勤
め
る
エ
ン
ジ
ニ
ア
。
連
合
東

京
へ
の
相
談
を
経
て
会
社
側
に
二
年
分
の
不 
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特集―長時間労働の影響 

大企業・30歳前後の中堅社員の不満が強まっている 

「
水
・
金
は
ノ
ー
残
業
デ
ー
」
本
田
労
使
は
時
間
管
理
を
徹
底 

 

　
―
―
有
給
休
暇
一
〇
〇
％
取
得
も
大
前
提
に 

払
い
残
業
の
精
算
を
求
め
た
。
四
〇
〇
万
円

の
支
払
い
が
決
ま
っ
た
と
き
、
妻
は
「
も
っ

と
あ
る
は
ず
」
と
食
い
下
が
っ
た
。
連
合
東

京
が
そ
の
後
交
渉
を
重
ね
、
結
局
、
会
社
側

は
相
談
者
の
部
下
の
不
払
い
残
業
分
も
精
算

し
た
。
会
社
側
が
交
渉
に
真
摯
に
応
じ
た
事

例
だ
。 

　
大
企
業
の
時
間
外
労
働
に
関
し
て
は
、
①

予
算
の
枠
内
で
支
払
い
を
調
整
す
る
②
実
績

を
上
げ
た
部
門
に
だ
け
時
間
外
労
働
を
認
め

る
―
―
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
と
傳
田

氏
は
い
う
。 

　
日
本
労
働
弁
護
団
が
毎
年
二
回
、
全
国
一

斉
に
実
施
し
て
い
る
労
働
相
談
ホ
ッ
ト
ラ
イ

ン
。
一
〇
年
目
に
あ
た
る
二
〇
〇
二
年
に
「
残

業
」
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
た
と
こ
ろ
、
残
業
代

を
含
む
賃
金
未
払
い
相
談
の
件
数
は
解
雇
相

談
を
上
回
っ
た
。
そ
の
た
め
、
〇
三
年
も
引

き
続
き
同
テ
ー
マ
で
実
施
。
寄
せ
ら
れ
た
相

談
の
う
ち
長
時
間
労
働
と
不
払
い
残
業
に
つ

い
て
の
相
談
は
、
二
回
分
あ
わ
せ
て
四
割
近

く
に
達
し
た
。 

　
長
時
間
労
働
の
背
後
に
は
成
果
主
義
の
影

が
色
濃
い
。
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
で
は
、
と
く
に

裁
量
労
働
制
や
年
俸
制
の
適
用
者
、
管
理
職

な
ど
、
残
業
代
の
支
給
対
象
外
と
さ
れ
て
い

る
労
働
者
が
、
長
時
間
労
働
に
た
ま
り
か
ね

て
電
話
を
か
け
て
く
る
ケ
ー
ス
も
増
加
し
て

い
る
と
い
う
。 

　
「
編
集
業
務
は
企
画
型
裁
量
労
働
制
の
『
商

品
開
発
』
に
含
ま
れ
る
と
し
て
、
残
業
時
間

が
年
三
六
〇
時
間
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
実

際
の
労
働
時
間
は
も
っ
と
多
い
」
（
小
規
模

出
版
社
・
三
五
歳
女
性
正
社
員
）
。
「
裁
量

労
働
制
だ
と
い
っ
て
働
か
さ
れ
土
日
も
出
勤

し
て
い
る
が
、
割
増
賃
金
が

支
払
わ
れ
な
い
。
労
使
協
定

が
あ
る
の
か
、
自
分
は
知
ら

な
い
」（
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
・

三
三
歳
男
性
）。「
中
途
採
用

で
年
俸
制
を
適
用
さ
れ
て
い

る
が
、
み
な
し
残
業
代
以
上

に
残
業
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」

（
女
性
正
社
員
）。 

　
過
労
死
弁
護
団
全
国
連
絡

会
議
幹
事
長
を
務
め
る
川
人

博
弁
護
士
は
「
裁
量
労
働
制

は
、
長
時
間
労
働
の
規
制
力

を
弱
め
る
危
険
が
あ
る
」
と

こ
う
し
た
状
況
の
拡
大
を
危

惧
し
て
い
る
。 

　
長
時
間
労
働
の
も
う
ひ
と

つ
の
背
景
は
、
「
正
社
員
減
・

非
正
規
社
員
増
」
だ
。
リ
ス

ト
ラ
に
よ
っ
て
正
社
員
の
数

が
減
ら
さ
れ
る
一
方
、
非
正

社
員
は
増
大
基
調
が
と
ま
ら

な
い
。
そ
の
結
果
、
若
年
層

の
正
社
員
で
も
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
仕
事
の
割

合
が
増
え
た
（
連
合
東
京
・
傳
田
氏
）
。
た

と
え
ば
百
貨
店
で
は
、
開
店
か
ら
閉
店
ま
で

の
間
に
非
正
規
社
員
は
シ
フ
ト
で
入
れ
替
わ

る
が
、
正
社
員
は
通
し
で
働
く
。 

　
ス
ー
パ
ー
勤
務
二
年
目
の
二
〇
歳
台
男
性

か
ら
は
、
小
売
業
の
実
態
を
訴
え
る
メ
ー
ル

が
連
合
あ
て
に
送
ら
れ
て
い
る
。
「
タ
イ
ム

カ
ー
ド
は
出
勤
の
と
き
だ
け
押
す
よ
う
に
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
会
社
が
退
社
時
刻
を
定
時

に
な
る
よ
う
操
作
し
て
い
ま
す
。
実
際
の
勤

務
は
朝
五
時
半
か
ら
夜
九
時
ぐ
ら
い
ま
で
。

最
後
に
店
長
か
ら
『
サ
ー
ビ
ス
残
業
し
な
い

と
こ
れ
か
ら
の
日
本
は
や
っ
て
い
け
な
い
』

な
ど
の
講
和
を
聞
か
さ
れ
て
終
わ
り
ま
す
。

残
業
さ
せ
る
な
ら
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
残
業

代
が
ほ
し
い
」。 

　
正
社
員
の
長
時
間
労
働
が
注
目
さ
れ
る
一

方
で
、
非
正
規
労
働
者
か
ら
の
相
談
も
増
え

て
い
る
。
連
合
の
木
村
富
美
代
・
中
小
労
働

対
策
局
次
長
に
よ
る
と
、
一
年
契
約
で
働
く

契
約
社
員
な
ど
が
長
時
間
労
働
の
実
態
を
訴

え
る
例
が
増
え
て
き
て
い
る
と
い
う
。
契
約

社
員
は
仕
事
の
中
身
だ
け
で
な
く
、
労
働
時

間
で
も
正
社
員
並
み
に
な
り
つ
つ
あ
る
。 

　
　
　
　
　
　
（
調
査
部
　
高
畑
い
づ
み
） 

　
一
九
七
二
年
（
昭
和
四
七
年
）
に
完
全
週

五
日
制
を
制
度
化
し
、
八
八
年
（
昭
和
六
三

年
）
に
は
有
給
休
暇
カ
ッ
ト
ゼ
ロ
を
達
成
す

る
な
ど
、
古
く
か
ら
労
働
時
間
短
縮
に
取
り

組
む
ホ
ン
ダ
労
使
。
残
業
抑
制
の
取
り
組
み

も
徹
底
し
て
お
り
、
「
ノ
ー
残
業
デ
ー
」
も

厳
格
に
運
用
す
る
。
同
社
の
取
り
組
み
で
見

逃
せ
な
い
の
が
労
働
組
合
の
関
与
だ
。 

  

　
労
組
と
の
折
衝
が
原
則 

 

　
同
社
の
製
作
部
門
で
は
、
管
理
職
が
、
部

下
で
あ
る
組
合
員
に
時
間
外
労
働
を
命
じ
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
週
の
う
ち
月
曜
日
、

火
曜
日
と
木
曜
日
だ
け
。
水
曜
日
と
金
曜
日

は
、
労
使
協
定
で
「
ノ
ー
残
業
デ
ー
」
と
決
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組合員への通達は「自分の仕事に誇りを持ち、サービス残業で自ら労働の価値 
を下げてはいけない」とうたう 

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
残
業
が
三
日

連
続
す
る
こ
と
は
自
動
的
に
あ
り
得
な
い
。

残
業
を
命
じ
ら
れ
る
曜
日
で
も
、
労
使
の
取

り
決
め
で
一
回
に
命
じ
ら
れ
る
残
業
は
最
大

二
時
間
ま
で
。
ま
た
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム

が
適
用
さ
れ
る
研
究
開
発
部
門
や
営
業
な
ど

の
事
務
部
門
で
も
、
週
に
一
回
と
回
数
は
違

う
が
こ
う
し
た
「
ノ
ー
残
業
デ
ー
」
の
取
り

組
み
は
同
様
に
行
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同

社
の
就
業
時
間
は
、
始
業
が
午
前
八
時
三
〇

分
で
終
業
が
午
後
五
時
二
〇
分
と
な
っ
て
い

る
。 

　
ノ
ー
残
業
デ
ー
が
有
名
無
実
化
し
、
終
業

時
刻
が
過
ぎ
て
も
社
員
が
席
を
立
た
な
い
会

社
は
少
な
く
な
い
が
、
ホ
ン
ダ
は
違
う
。
ど

う
し
て
も
ノ
ー
残
業
デ
ー
も
し
く
は
休
日
に

時
間
外
労
働
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
、
管
理

職
は
事
前
に
労
働
組
合
と
折
衝
し
、
承
諾
を

得
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。 

　
折
衝
は
、
労
組
の
「
支
部
執
行
委
員
」
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
職
場
の
課
長
（
現
場
で
は
マ
ネ

ジ
ャ
ー
）
と
の
間
で
行
わ
れ
る
。
会
社
側
が

残
業
・
休
日
出
勤
の
要
請
も
盛
り
込
ん
だ
翌

一
週
間
分
の
生
産
・
要
員
計
画
を
組
合
側
に

説
明
。
支
部
執
行
委
員
は
承
諾
で
き
る
残
業

か
否
か
を
判
断
す
る
。
突
然
の
ト
ラ
ブ
ル
発

生
な
ど
で
、
事
前
に
折
衝
し
て
い
な
い
時
間

外
労
働
を
命
じ
た
場
合
、
課
長
は
事
後
、
す

み
や
か
に
支
部
執
行
委
員
に
報
告
し
、
折
衝

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

　
深
夜
後
は
出
勤
時
間
を
調
整 

 

　
ノ
ー
残
業
デ
ー
に
は
、
支
部
執
行
委
員
が

抜
き
打
ち
で
時
間
外
の
職
場
を
見
回
る
こ
と

も
あ
る
。
労
組
が
承
諾
し
て
い
な
い
の
に
残

業
し
て
い
る
組
合
員
が
い
れ
ば
、
ま
ず
本
人

に
、
そ
れ
が
自
分
の
判
断
で
し
て
い
る
残
業

か
、
あ
る
い
は
上
司
に
命
じ
ら
れ
た
残
業
か

ど
う
か
を
確
認
す
る
。
前
者
の
場
合
は
そ
の

組
合
員
に
帰
宅
を
促
す
。
も
し
上
司
に
命
じ

ら
れ
た
残
業
で
あ
れ
ば
、
「
な
ぜ
、
事
前
の

折
衝
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
に
残
業
し
て
い

る
の
か
」
と
そ
の
部
門
の
管
理
職
は
問
わ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
の
労
使
協
議
に
支

障
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。
申
請
の
な
い
休

日
出
勤
に
つ
い
て
は
、
組
合
役
員
に
よ
る
休

日
パ
ト
ロ
ー
ル
や
入
・
退
記
録
で
の
確
認
な

ど
で
状
況
を
把
握
し
て
い
る
。 

　
こ
う
し
た
労
使
の
取
り
決
め
を
、
も
し
会

社
側
が
守
ら
な
け
れ
ば
ど
う
な
る
の
か
。
本

田
技
研
労
組
の
小
野
寺
義
成
・
第
二
調
査
局

長
は
、
「
三
六
協
定
は
会
社
か
ら
の
残
業
要

請
に
組
合
が
応
え
て
い
る
と
い
う
性
格
な
の

で
、
会
社
が
守
ら
な
か
っ
た
事
由
に
は
協
定

を
一
定
期
間
停
止
し
、
残
業
要
請
に
協
力
し

な
い
な
ど
の
処
置
を
と
る
」
と
い
う
。 

　
残
業
が
深
夜
ま
で
及
ん
だ
際
は
、

組
合
員
の
健
康
管
理
の
側
面
か
ら
、

次
の
日
の
出
勤
時
間
を
遅
ら
せ
る
工

夫
も
施
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
午

後
一
〇
時
一
分
〜
午
前
零
時
」
ま
で

残
業
し
た
場
合
は
、
翌
日
の
出
勤
時

間
は
九
時
四
五
分
に
な
り
、
「
午
前

零
時
一
分
〜
三
時
二
〇
分
」
ま
で
残

業
し
た
場
合
は
午
後
一
時
に
な
る
、

と
い
っ
た
具
合
だ
。
残
業
が
午
前
三

時
二
一
分
を
超
え
た
場
合
は
、
「
呼

び
出
し
就
業
も
含
め
、
労
働
時
間
の

長
さ
に
関
わ
ら
ず
終
了
時
間
に
よ
り

翌
日
を
連
勤
休
と
し
て
休
日
と
す
る
」

と
の
労
使
ル
ー
ル
に
も
と
づ
い
て
、

上
司
は
出
勤
を
命
じ
て
は
な
ら
な
い
。 

　
こ
れ
ら
一
連
の
残
業
抑
制
策
で
、

二
〇
〇
三
年
の
時
間
外
労
働
の
実
績

は
製
作
部
門
で
平
均
一
三
九
時
間
、

本
田
全
体
で
二
一
三
時
間
と
、
他
の
自
動
車

大
手
メ
ー
カ
ー
と
比
べ
る
と
大
幅
に
少
な
い
。

し
か
も
、
製
作
部
門
の
時
間
外
労
働
の
ほ
と

ん
ど
は
、
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の
た
め
の
Ｏ
Ｊ
Ｔ

（
職
場
内
訓
練
）
や
安
全
啓
発
の
た
め
の
研

修
に
当
て
ら
れ
た
も
の
で
、
残
業
は
実
質
ゼ

ロ
に
近
い
と
い
う
。
な
お
、
年
間
の
所
定
労

働
時
間
は
一
九
五
二
時
間
だ
。 

  
　
毎
月
、取
得
状
況
を
把
握 

 

　
一
方
、
有
給
休
暇
取
得
率
で
同
社
は
、
一

九
七
三
年
（
昭
和
四
八
年
）
に
三
重
県
の
鈴

鹿
工
場
で
取
得
率
一
〇
〇
％
を
達
成
し
て
か

ら
、
完
全
消
化
を
広
げ
て
い
き
、
八
八
年
（
昭

和
六
三
年
）
に
全
組
合
員
（
約
四
万
人
）
で

実
現
さ
せ
た
。
有
給
休
暇
は
、
勤
続
初
年
で

一
六
日
を
付
与
し
て
お
り
、
五
年
を
超
え
れ

ば
二
〇
日
が
付
与
さ
れ
る
。 

　
完
全
消
化
で
最
も
大
き
な
鍵
と
な
っ
て
い

る
の
は
、
全
員
が
有
休
を
一
〇
〇
％
取
得
す

る
こ
と
を
前
提
と
し
た
一
年
間
の
事
業
計
画

に
も
と
づ
い
て
要
員
計
画
が
作
成
さ
れ
る
点

だ
。
労
組
は
毎
月
、
そ
の
月
に
誰
が
何
日
取

得
し
、
あ
と
何
日
残
っ
て
い
る
か
ま
で
把
握

す
る
。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
あ
る
月
で
、
計

画
ど
お
り
休
暇
を
取
得
で
き
て
い
な
い
組
合

員
が
い
た
と
す
る
と
、
支
部
執
行
員
は
折
衝

の
な
か
で
取
得
で
き
な
か
っ
た
理
由
を
尋
ね
、

代
替
取
得
措
置
を
ど
う
す
る
の
か
確
認
を
と

る
。
年
末
に
海
外
出
張
が
あ
っ
た
と
し
て
、

そ
の
出
張
に
行
く
こ
と
で
完
全
消
化
で
き
な

い
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
「
そ
の
出
張
計
画
を

見
直
し
、
取
得
し
て
か
ら
出
発
さ
せ
る
か
、

代
わ
り
を
選
出
す
る
か
、
ま
た
は
、
帰
国
し

て
か
ら
取
得
さ
せ
る
」（
小
野
寺
局
長
）
措
置

を
と
る
ほ
ど
、
取
り
組
み
は
徹
底
し
て
い
る
。 

　
同
社
で
は
、
部
下
に
休
暇
を
完
全
取
得
さ

せ
る
「
要
員
管
理
」
は
、
管
理
職
に
求
め
ら

れ
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
項
目
の
一
つ
と
な
っ
て

い
る
。
そ
の
た
め
小
野
寺
局
長
は
、
「
完
全

取
得
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
組
合
員

の
自
助
努
力
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
そ
れ
を
管

理
す
る
課
長
の
管
理
能
力
が
問
わ
れ
る
こ
と

だ
」
と
き
っ
ぱ
り
い
う
。
今
後
は
、
年
末
に

集
中
す
る
取
得
を
い
か
に
通
年
的
に
分
散
さ

せ
る
か
が
課
題
だ
と
話
す
。 

　
「
他
社
の
人
か
ら
は
『
え
っ
』
と
驚
か
れ

る
け
ど
、
私
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
当
た
り
前

の
取
り
組
み
で
す
よ
」（
小
野
寺
局
長
）。
残

業
や
有
休
カ
ッ
ト
が
、
ど
れ
だ
け
イ
レ
ギ
ュ

ラ
ー
な
も
の
と
労
使
が
共
通
認
識
で
き
る
か
。

同
社
の
事
例
は
、
時
短
推
進
の
鍵
を
示
し
て

い
る
と
言
え
そ
う
だ
。 

　
　
　
　
　
　
　
（
調
査
部
　
荒
川
創
太
） 
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百貨店やスーパーでは、リストラの影響で一人当たりの仕事量が増えている 

04
春
闘
で
不
払
い
残
業
撲
滅
の
共
同
宣
言 

 
　
―
―
大
手

サ
ー
ビ
ス
・
流
通
の
労
使
、一
部
で
罰
則
も 

　
日
本
サ
ー
ビ
ス
・
流
通
労
働
組
合
連
合
（
略

称
Ｊ
Ｓ
Ｄ
、
桜
田
高
明
会
長
、
組
合
員
約
一

八
万
一
〇
〇
〇
人
）
は
〇
四
春
闘
で
不
払
い

残
業
の
撲
滅
に
取
り
組
ん
だ
。
加
盟
五
単
組

で
不
払
い
残
業
撲
滅
の
労
使
共
同
宣
言
を
実

現
。
こ
の
う
ち
二
単
組
は
不
払
い
残
業
を
課

し
た
管
理
者
へ
の
罰
則
も
取
り
決
め
た
。
中

に
は
、
不
払
い
残
業
を
行
っ
た
労
働
者
へ
の

罰
則
ま
で
盛
り
込
ん
で
い
る
単
組
も
あ
る
。

Ｊ
Ｓ
Ｄ
は
「
労
働
基
準
監
督
署
の
摘
発
や
連

合
の
取
り
組
み
で
労
働
時
間
に
関
す
る
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
へ
の
認
識
が
高
ま
っ
て
お
り
、

問
題
意
識
を
労
使
で
共
有
化
し
や
す
か
っ
た
。

今
後
は
自
ら
率
先
し
て
法
遵
守
の
意
識
を
強

め
る
よ
う
な
運
動
を
展
開
し
た
い
」
と
し
て

い
る
。 

 

　 
 

多
く

の
職
場
で 

　
協
定
化
が
進
行
中 

   

Ｊ
Ｓ
Ｄ
で
は
、
産
別
の
ミ
ニ
マ
ム
基
準
に

「
労
働
時
間
に
関
す
る
点
検
活
動
と
協
定
化
」

を
掲
げ
、
通
年
交
渉
の
課
題
に
設
定
し
て
い

る
。
五
月
一
三
日
の
「
働
き
方
委
員
会
」
で

報
告
さ
れ
た
実
態
調
査
に
よ
る
と
、
休
日
・

時
間
外
労
働
の
確
認
や
記
録
に
つ
い
て
、
傘

下
組
織
の
七
七
％
が
既
に
協
定
化

を
実
現
。
協
定
化
し
て
い
な
い
労

組
も
約
半
数
が
協
定
化
の
方
向
で

協
議
中
、
残
る
半
数
も
実
際
の
運

用
や
時
間
管
理
委
員
会
等
で
対
応

し
て
い
る
な
ど
、
「
時
間
外
労
働

の
開
始
手
続
き
や
労
働
時
間
算
定

の
ル
ー
ル
化
な
ど
の
適
正
化
に
つ

い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
単
組
で
整

え
ら
れ
つ
つ
あ
る
」（
佐
藤
明
雄
・

政
策
局
部
長
）
状
況
だ
。 

 

　 
 

不
払

い
残
業
の 

　
撲
滅
を
要
求 

   

そ
の
上
で
、
今
春
闘
で
は
多
く

の
単
組
が
不
払
い
残
業
撲
滅
の
具

体
的
な
要
求
も
実
施
し
た
。
百
貨

店
や
ス
ー
パ
ー
業
界
で
は
リ
ス
ト

ラ
で
売
り
場
の
人
員
が
減
り
、
一
人
当
た
り

の
仕
事
量
が
増
加
。
加
え
て
、
チ
ェ
ー
ン
ス

ト
ア
を
中
心
に
非
正
規
労
働
者
の
活
用
等
に

よ
る
ロ
ー
コ
ス
ト
体
制
の
シ
ス
テ
ム
化
も
進

ん
で
い
る
。
過
渡
期
で
仕
事
量
が
増
え
て
も
、

要
員
増
は
ま
ま
な
ら
ず
、
残
業
を
強
い
ら
れ

る
の
が
現
実
。
そ
の
上
、
職
場
に
残
業
申
請

を
し
に
く
い
雰
囲
気
が
あ
っ
た
り
も
す
る
。

こ
う
し
た
悪
循
環
が
不
払
い
残
業
の
土
壌
に

な
っ
て
い
く
。
時
短
が
難
し
い
状
況
に
あ
る

こ
と
に
理
解
は
示
す
一
方
で
、
組
合
と
し
て

法
に
基
づ
い
た
労
働
時
間
管
理
の
徹
底
に
つ

い
て
は
ク
ギ
を
刺
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

と
の
考
え
に
立
っ
て
い
る
。
単
組
か
ら
は
「
時

間
管
理
委
員
会
を
設
置
し
て
労
使
で
取
り
組

む
」
「
人
事
部
、
店
・
部
門
長
を
責
任
者
と

し
、
今
夏
ま
で
に
労
務
管
理
に
つ
い
て
説
明
・

指
導
を
行
い
、
不
払
い
解
消
に
向
け
た
取
り

組
み
を
促
進
さ
せ
る
」
な
ど
の
回
答
引
き
出

し
の
報
告
が
上
が
っ
て
い
る
。 

   
共
同
宣
言

に 
　
罰
則
規
定
を
盛
り
込
む 

   

こ
れ
以
外
に
、
五
単
組
が
労
使
共
同
宣
言

を
締
結
。
う
ち
二
単
組
は
宣
言
の
内
容
に
違

反
し
た
場
合
の
罰
則
規
定
も
定
め
た
。
具
体

的
な
中
身
は
、
職
場
内
に
不
払
い
残
業
が
あ

る
こ
と
を
知
り
つ
つ
放
置
し
て
い
た
管
理
者

に
対
し
、
人
事
考
課
に
反
映
さ
せ
た
り
、
昇

進
昇
格
に
影
響
を
与
え
る
な
ど
。
悪
質
な
ケ

ー
ス
は
解
雇
も
あ
り
得
る
内
容
に
な
っ
て
い

る
。
宣
言
を
出
し
た
後
、
早
く
も
こ
の
罰
則

規
定
を
運
用
し
て
、
管
理
者
に
対
し
、
降
格

を
含
め
た
評
価
を
下
し
た
事
例
が
出
て
い
る

と
い
う
。 

   

労
働
者
側

の
意
識
に
も
問
題
が 

   

ま
た
、
共
同
宣
言
の
中
に
は
労
働
者
へ
の

罰
則
ま
で
盛
り
込
ん
だ
単
組
も
あ
っ
た
。
不

払
い
残
業
は
労
働
者
個
人
の
意
識
に
問
題
が

あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
最
近
で
は
、
高

い
評
価
を
得
た
い
た
め
に
、
不
払
い
残
業
を

し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
る
と
い
う
。

仕
事
の
評
価
が
低
け
れ
ば
出
向
・
配
転
や
降

格
な
ど
の
不
安
が
募
る
。
職
場
で
の
非
典
型

労
働
者
の
比
率
が
高
ま
り
、
戦
力
化
が
進
む

中
、
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ
る
正
社
員
が
出

て
き
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
人
た
ち
は
、
法
遵
守
の
意
識
が

あ
る
一
方
で
、
高
い
評
価
を
得
た
い
と
の
ジ

レ
ン
マ
が
あ
る
。
違
法
と
知
り
つ
つ
、
つ
い

不
払
い
残
業
を
し
て
で
も
評
価
さ
れ
た
い
と

い
う
と
い
う
の
が
本
音
だ
。
佐
藤
政
策
局
部

長
は
、
「
良
か
れ
と
思
っ
て
不
払
い
残
業
し

て
も
、
そ
れ
が
明
る
み
に
で
て
し
ま
っ
た
ら

大
変
な
こ
と
に
な
る
。
従
来
、
こ
う
し
た
人

た
ち
が
仕
事
の
評
価
を
得
て
き
た
事
実
も
あ

る
の
だ
ろ
う
が
、
今
は
こ
う
い
う
働
き
方
は

通
用
し
な
い
こ
と
を
わ
か
っ
て
欲
し
い
」
と

訴
え
る
。 

 

今
後
、
非
典
型
労
働
者
と
の
処
遇
が
均
等

化
し
て
い
く
中
で
、
正
社
員
の
問
題
が
非
典
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労
働
金
庫
の
労
使
も
共
同
宣
言
を
確
認 

 

　
―
―
不
払

い
残
業
が
激
減 

型
に
拡
大
し
て
い
く
恐
れ
が
あ
る
。
Ｊ
Ｓ
Ｄ

は
、
非
正
規
社
員
の
組
織
化
と
労
働
実
態
改

善
の
取
り
組
み
も
強
め
て
い
く
考
え
だ
。 

　
　
　
　
　
　
　
（
調
査
部
　
新
井
栄
三
） 

　
全
国
労
働
金
庫
労
働
組
合
連
合
会
（
略
称

＝
全
労
金
、
組
合
員
約
七
四
〇
〇
人
、
加
来

栄
一
委
員
長
）
は
、
〇
四
春
闘
で
労
使
一
体

と
な
っ
て
不
払
い
残
業
の
撲
滅
に
取
り
組
ん

だ
。
一
月
二
六
日
に
は
全
国
労
働
金
庫
協
会

（
労
金
協
会
）
と
「
不
払
い
残
業
解
消
に
向

け
た
共
同
宣
言
」
を
確
認
。
二
月
を
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
期
間
に
設
定
し
て
、
啓
蒙
の
た
め
の

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
全
労
働
者
に
配
布
し
た
。

各
単
組
で
も
労
使
協
議
の
充
実
や
単
組
レ
ベ

ル
で
の
労
使
宣
言
の
実
現
、
二
〇
〇
三
年
末

に
策
定
し
た
「
不
払
い
残
業
撲
滅
ア
ク
シ
ョ

ン
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
く
運
動
を
進
め
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
労
金
の
職
場
で
は
、
組
合
員
向

け
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
不
払
い
残
業
が
な

く
な
っ
た
と
の
回
答
が
四
割
に
な
る
ま
で
改

善
し
た
。 

  

　
組
合
員
の
一
割
強
が
月
二
〇
時 

　
間
以
上
の
サ
ー
ビ
ス
残
業 

  　
全
労
金
は
、
時
間
外
手
当
が
支
払
わ
れ
な

い
、
い
わ
ゆ
る
サ
ー
ビ
ス
残
業
問
題
を
従
来

か
ら
労
働
対
策
上
の
課
題
と
し
て
取
り
上
げ

て
き
た
。
し
か
し
、

近
年
の
金
融
業
界
の

環
境
変
化
や
労
働
金

庫
の
地
域
統
合
に
伴

い
、
業
務
量
が
増
え

る
一
方
、
人
員
が
抑

制
さ
れ
、
職
場
の
要

員
体
制
は
タ
イ
ト
に

な
っ
て
い
る
。
実
際
、

組
合
員
へ
の
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
結
果
を
み

る
と
、
不
払
い
残
業

が
「
全
く
な
い
」
と

の
回
答
が
、
九
三
年

は
二
七
・
六
％
だ
っ

た
の
に
対
し
、
二
〇

〇
一
年
は
一
七
・
九

％
と
九
・
七
ポ
イ
ン

ト
も
減
少
。
逆
に
「
月

二
〇
時
間
を
超
す
不

払
い
残
業
が
あ
る
」

と
の
回
答
は
九
三
年
の
四
・
八
％
か
ら
〇
一

年
は
一
二
・
二
％
と
一
割
を
超
え
る
ま
で
悪

化
し
て
い
た
。
全
国
の
労
働
実
態
調
査
で
も

時
間
外
労
働
の
増
加
や
休
暇
取
得
の
伸
び
悩

み
な
ど
も
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
職
場
実

態
の
悪
化
が
鮮
明
に
な
っ
て
い
た
。 

  

　
労
使
が
不
払
い
残
業
撲
滅
の 

　
意
識
を
高
め
る 

  　
こ
の
結
果
を
深
刻
に
受
け
止
め
た
全
労
金

は
、
不
払
い
残
業
問
題
の
取
り
組
み
を
重
点

課
題
と
す
る
こ
と
を
決
め
、
〇
三
年
二
月
か

ら
総
点
検
活
動
を
実
施
し
て
き
た
。
〇
四
春

闘
で
は
さ
ら
に
取
り
組
み
を
強
化
。
一
月
二

六
日
に
は
労
金
協
会
と
「
不
払
い
残
業
解
消

に
向
け
た
共
同
宣
言
」
を
確
認
し
た
。
宣
言

は
、
「
全
職
員
の
労
働
時
間
の
正
確
な
把
握
」

「
時
間
外
労
働
ル
ー
ル
の
厳
守
と
適
正
労
働

時
間
管
理
の
徹
底
」
「
適
正
申
告
に
よ
る
不

利
益
扱
い
の
禁
止
」
「
労
働
時
間
管
理
担
当

者
お
よ
び
職
員
の
意
識
向
上
」
「
不
払
い
残

業
を
し
な
い
・
さ
せ
な
い
職
場
風
土
の
確
立
」

な
ど
に
取
り
組
む
こ
と
を
全
職
場
に
呼
び
か

け
る
も
の
。
各
単
組
の
労
使
が
共
同
宣
言
を

発
表
す
る
こ
と
も
促
し
て
き
た
。
四
月
二
八

日
現
在
、
一
四
単
組
中
、
一
三
単
組
で
締
結

も
し
く
は
締
結
に
向
け
た
協
議
を
行
っ
て
い

る
と
こ
ろ
だ
と
い
う
。 
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さ
ら
に
、
二
月
を
「
不
払
い
残
業
撲
滅
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
月
間
」
に
設
定
。
不
払
い
残
業

の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
や
撲
滅
の
ポ
イ
ン
ト
、

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
な
ど
を
紹
介
す
る
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
を
約
一
万
五
〇
〇
〇
枚
印
刷
し
、
組

合
員
だ
け
で
な
く
管
理
職
、
パ
ー
ト
な
ど
含

む
全
労
働
者
に
配
布
し
、
職
場
か
ら
の
不
払

い
残
業
一
掃
の
意
識
を
浸
透
さ
せ
て
き
た
。 

　
こ
う
し
た
活
動
を
計
画
的
に
進
め
る
た
め

の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
も
策
定
。
そ
れ
に
基

づ
く
通
年
的
な
取
り
組
み
を
進
め
て
い
く
こ

と
も
強
調
し
た
。
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
は
、

職
場
か
ら
の
不
払
い
残
業
撲
滅
に
向
け
て
取

り
組
む
べ
き
課
題
や
ポ
イ
ン
ト
、
留
意
点
な

ど
を
一
連
の
流
れ
と
し
て
整
理
し
た
行
動
指

針
。
連
合
方
針
や
厚
労
省
の
指
針
、
労
働
金

庫
職
場
の
実
態
を
踏
ま
え
て
と
り
ま
と
め
た 

　
具
体
的
に
は
、
①
不
払
い
残
業
の
実
態
把

握
と
現
状
分
析
お
よ
び
労
使
の
認
識
の
統
一

②
適
正
な
労
働
時
間
管
理
の
た
め
の
ル
ー
ル
・

シ
ス
テ
ム
の
見
直
し
と
意
識
改
革
③
労
働
時

間
の
管
理
体
制
の
整
備
・
確
立
④
業
務
・
要

員
体
制
の
適
正
化
・
見
直
し
と
時
短
の
取
り

組
み
⑤
取
り
組
み
の
継
続
実
施
と
必
要
に
応

じ
た
総
合
的
な
見
直
し
の
推
進
―
―
の
五
ス

テ
ッ
プ
で
構
成
。
資
料
と
し
て
連
合
の
時
間

管
理
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
や
労
働
時
間
管
理
に

関
す
る
基
本
協
定
モ
デ
ル
、
厚
生
労
働
省
の

指
針
等
も
示
し
て
い
る
。 

 

　 　
組
合
員
の
四
割
が 

　
「
不
払
い
残
業
ゼ
ロ
」 

  　
こ
う
し
た
取
り
組
み
が
奏
功
し
、
〇
三
年

一
二
月
に
実
施
し
た
最
新
の
職
場
ア
ン
ケ
ー

ト
で
は
、
不
払
い
残
業
が
「
全
く
な
い
」
と

の
回
答
が
三
九
・
六
％
と
大
幅
に
改
善
。
月

二
〇
時
間
を
超
え
る
不
払
い
残
業
が
あ
る
と

の
訴
え
も
四
・
四
％
に
激
減
し
た
。
単
組
か

ら
も
、
「
組
合
員
の
意
識
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
労
働
時
間
管
理
に
対
す
る
管
理
職
の
意

識
が
高
ま
り
、
曖
昧
な
部
分
が
解
消
さ
れ
た
」

と
の
報
告
が
あ
っ
た
と
い
う
。
後
藤
智
浩
・

中
央
執
行
副
委
員
長
は
、
「
こ
う
し
た
結
果

の
全
て
が
取
り
組
み
の
成
果
だ
と
は
言
え
な

い
が
」
と
前
置
き
し
つ
つ
も
、
「
多
く
の
職

場
か
ら
改
善
報
告
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
一
定
の
効
果
が
あ
っ
た
と
素
直
に
評
価

し
た
い
」
と
話
し
て
い
る
。 

  

　
業
務
体
制
見
直
し
で 

　
労
働
時
間
短
縮
へ 

   
た
だ
し
、
不
払
い
残
業
の
解
消
に
明
る
い

兆
し
が
見
え
て
き
た
か
ら
と
言
っ
て
、
運
動

の
手
綱
を
緩
め
る
つ
も
り
は
な
い
。
不
払
い

残
業
は
労
基
法
違
反
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、

こ
れ
ま
で
じ
り
じ
り
と
悪
化
し
て
き
た
経
緯

が
あ
る
。
二
見
茂
男
・
書
記
次
長
は
、
「
企

業
の
社
会
的
責
任
や
リ
ス
ク
管
理
の
機
運
が

高
ま
る
中
、
労
使
と
も
に
不
払
い
残
業
撲
滅

の
意
識
が
高
ま
っ
た
。
今
後
も
取
り
組
み
を

継
続
さ
せ
、
経
営
側
に
は
必
要
な
改
善
を
求

め
つ
つ
、
組
合
員
の
意
識
を
喚
起
し
て
い
く

こ
と
を
定
着
さ
せ
る
」
と
語
る
。 

 

さ
ら
に
今
後
は
、
業
務
体
制
の
問
題
に
も

踏
み
込
む
こ
と
も
考
え
る
。
「
不
払
い
残
業

や
長
時
間
労
働
の
要
因
を
分
析
し
た
上
で
、

業
務
運
営
や
要
因
体
制
に
つ
い
て
労
使
で
議

論
を
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。
限
ら
れ
た
人
員

で
ど
う
し
て
い
く
か
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東京大学労働法研究会編『注釈 労働基準法上巻・下巻』 
中馬宏之監修／キャプラン研究会編 
『中高年再就職事例研究――成功・失敗100事例の要因分析から学ぶ』 
禹宗　著『「身分の取引」と日本の雇用慣行――国鉄の事例分析』 
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特集 ＝ ここが知りたい・労働研究 
労働調査の過去・現在そして未来 

労働調査研究の現在  
　　　―2001～2003年の業績を通して 

米国における非正規雇用の実態 
日本企業の昇進昇給システムにおける「年功」 
　―ある大手企業のブルーカラー従業員に対するコーホート分析 
年齢階級間ミスマッチによる 
　　　UV曲線のシフト変化と失業率 

地方公務員の人事異動 
　　　―A県の事例を中心に 
地方自治体における職務管理 
　　　―大部屋主義の再検討と目標管理の導入に向けて 

清川雪彦著『アジアにおける近代的工業労働力の形成 
　　　　    ―経済発展と文化ならびに職務意識』 
仁田道夫著『変化のなかの雇用システム』 
石田光男著『仕事の社会科学―労働研究のフロンティア』 

労働文献目録 
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佐野　嘉秀 

高山与志子 

馬　　　駿 

 

佐々木　勝 

 

前浦　穂高 

 

入江　容子 

 

丸川　知雄 

 

冨田　安信 

松村　文人 

労働政策研究・研修機構 

 

提　　言 

学界展望 
 

論　　文

 
 

研究ノート 
 
 
 

書　　評 
 
 
 

資　　料 

524

特集 ＝ 投稿論文特集2004

525 APR. 2004FEB.－MAR. 2004

■働くことをめぐる環境 
「長期雇用システムは崩壊したのか」樋口美雄／「不良債権処理により倒産・失業は増加したか」加藤
裕己・藤原裕行・藤本和敬／「社会保険料の事業主負担は本当に『事業主負担』なのか」太田聰一／「最
低賃金は賃金の有効な下支えか」安部由起子／「多すぎるのか，それとも効率的か――日本の公務員」
中村圭介／「ハローワーク（公共職業安定所）の役割は何か」佐野哲 
■人材の活用 
「年功賃金はどうなるか」清家篤／「中間管理職は不要になるのか」佐藤厚／「成果主義は企業を活性
化するか」守島基博／「女性活用は企業業績を高めるか」児玉直美／「中小企業での働き方はミゼラブ
ルか」八幡成美 
■働くということ 
「『フリーター』とは誰なのか」小杉礼子／「キャリアカウンセリングはどのように活用するのか」宮
城まり子／「男性はなぜ育児休業を取得しないのか」武石恵美子／「ファミリーフレンドリー施策は出
生率を上昇させるか」渡邊博顕／「なぜ日本人は年体を取らないのか」小倉一哉 
■働く人を守る 
「『労働者』とは誰のことか」吉田美喜夫／「努力義務規定にはいかなる意義があるのか」荒木尚志／
「わが国の解雇法制は企業にとってどの程度厳格か」黒田祥子／「労働組合は本当に役立っているのか」
藤村博之／「労働紛争の解決において労使はいかなる役割を果たしうるか」山川隆一 


